
 

令和３年度事業計画 
 
Ⅰ．基本方針 
 本会は、法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きながら、地域企業・地域社会への
貢献を目指すため、事業の一層の活性化を図り、適正・効率的な組織運営に努める。 
また、会活動の更なる充実のため、会員の増強及び会財政の健全化対応に一層力を注ぐ。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な中、コロナ禍における運営に充分留意すると
ともに、ＷＥＢ環境の整備や活用に努める。 
 
Ⅱ．重点施策 
（税務行政への協力） 
（１）税務当局との連絡協調を保ち、あらゆる機会を通じて納税者と税務当局の間の相互理解醸成

に努め、また、広く税務知識の普及を通じて納税道義の高揚を図り、公正な税制と円滑な税
務執行に寄与する。さらに、ｅ-ＴａｘやｅＬｔａｘ普及のための方策を検討し利用向上に
努める。特にｅ-Ｔａｘについては、法人税等の申告はもとより、ダイレクト納付、法定調
書の提出、納税証明書の交付請求におけるｅ-Ｔａｘ利用拡大に取り組む。 

（税制改正に対する提言・要望） 
（２）中小企業税制の確立を目指し、より良い税制の研究に努め、会員の意見を集約しその取り纏

めを行い、かつ上部団体を通じ国や地方自治体に要望その実現を期す。 
（税の啓発活動・社会貢献） 
（３）健全な納税団体として、組織の拡大強化を図り、会員の事業への参加向上と加入増加を推進

し、事業の公益性と社会貢献度を高める。 
（企業の税務コンプライアンス向上施策） 
（４）企業の内部統制の強化や経理水準の向上は、企業の成長や税務リスク軽減のために重要であ

ることから、自主点検チェックシートの活用とその普及を図ることとする。 
（研修事業の強化） 
（５）企業経営の健全化並びにその発展向上に資するため、税務に関わる研修は勿論のこと企業か

ら必要とされる研修事業活動を積極的に行う。 
（会務運営の円滑化） 
（６）法人会組織の検討と魅力ある活動の展開、特に会員相互の情報交換を図る事により会務を一

層円滑にする。 
（福利厚生事業の推進） 
（７）福利厚生事業は、会員の福利厚生を担うばかりでなく、当会の財政基盤の強化に寄与するも

のであり、一層の推進を図る。 
 
Ⅲ．主要事業計画 
（１）税知識の普及を目的とする事業 
１）新設法人説明会 
目的  新たに法人として設立された企業に対し、必要な諸届などの手続きをはじめ、事業の

開始に際して法人税法上の留意点等について、理解を促す事を目的として実施。 
２）決算法人説明会 

  目的  決算期を迎えた法人企業に対し、税法改正事項等決算手続きを行うにあたり留意点等
を説明し、適切な法人税等の申告が行われることを目的として実施。 

３）租税教室 
 目的  福島税務署管内の小中高校の児童、生徒を対象に、国税当局作成の租税教育用ビデオ

を教材として使用するとともに、当会青年部会員、女性部会員が講師となり、身近な
事例を解説し税についての大切さを感じてもらうことを目的として実施。 

４）女性部会税務研修会 
  目的  法人税にとらわれることなく、様々な税の研修のテ－マを取り上げ、税に関する知識

を学ぶ。講師は福島税務署長、担当官等に依頼。 
 
 



 

 ５）青年部会税務研修会 
  目的  法人税にとらわれることなく、様々な税の研修のテ－マを取り上げ、税に関する知識

を学ぶ。講師は福島税務署長、担当官等に依頼。 
６）支部税務研修会 
 目的  法人税、消費税、相続税、資産税などの国税を中心に研修テ－マに取り上げ正しい税

知識を身につける。講師は福島税務署各部門担当官に依頼。 
７）改正税法説明会 
 目的  改正された税法の内容について正しく理解することを目的に実施。講師は福島税務署

各部門担当官に依頼。 
 

（２）納税意識の高揚を目的とする事業 
 １）納税表彰式 
  目的  福島税務署が毎回行う納税表彰式は、納税協力団体の活動を積極的に行い納税意識の

高揚並びに税知識の普及推進に対し、永年の功労があった者に福島税務署長により表
彰状、感謝状が贈られる。一層の納税協力活動の推進者を育成するとともに、広く社
会に納税の重要性を広報する。 

 ２）「税を考える週間｣広報活動 
  目的  「税を考える週間」行事の一環として、福島税務署管内の小中高校生の税に関する作

品を展示し、税についての理解と意識啓蒙を促すことを目的としている。 
 ３）税に関する絵はがきコンク－ル 
  目的  福島税務署管内の小学６年生を対象に「税」をテ－マとした絵はがきの募集を行う。 

優れた作品を選び記念品を贈呈。税についての大切さを感じてもらうことを目的とし
て実施。 

 ４）小・中学生による税に関する書道展 
  目的  福島税務署管内の小・中学生による『書道展』を通じて税に関する関心を高め、併せ

て広く一般市民の納税道義の高揚と納税知識の普及を図ることを目的として実施。 
 ５）ホ－ムペ－ジ及び広報紙による税情報の発信 
  目的  ホ－ムペ－ジ上に、「税だより」と題したコ－ナ－を設け、法人税、消費税、相続税、

資産税等国税を中心に解説記事を掲載し、毎月更新を行う。 
さらに国税局ホ－ムペ－ジへのリンクを行うとともに、お知らせ欄を利用し適宜必要
な税に関する情報を提供する。「税だより」記事は福島税務署担当官が執筆。 
広報紙「ふくしま法人ニュ－ス」は福島税務署や福島県提供の国税、地方税に関する
情報、改正事項等の掲載を積極的に図り、公共機関、管内金融機関等において配布す
る。「税理士会コ－ナ－」記事は税理士が執筆。 

 ６）地域イベント参加「税金クイズ」 
  目的  福島税務署管内の福島市中央卸売市場では、地域住民の交流と地域の発展・活性化と

消費拡大を目的として毎年 10月に「市場まつり」を開催している。当会ではこのイベ
ントの充実、ひいては地域の活性化と税についての理解や意識啓発を促すこと、そし
て購買に寄与することを目的として、税金クイズコ－ナ－等を設け参加・協力してい
る。また、各支部においても実施する。 
 

（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 
 １）税制改正要望大会 
  目的  公益財団法人全国法人会総連合においては、毎年、中小企業の租税負担の軽減と合理・

簡素化及び適正公平な税制・税務に関する提言を行うため、会員から税制に関する意
見要望を取り纏めて税制改正要望大会を行い、関係機関等に対し要望活動を行ってい
る。当会においても会員から税制に関する意見要望を取り纏め、一般社団法人福島県
法人会連合会、公益財団法人全国法人会総連合に上申する。 

２）税務関係団体協議会との意見交換会等 
  目的  税務関係団体協議会と、正しい税知識の普及、納税意識の高揚並びにｅ-Ｔａｘの利用

率向上等の推進や問題解決等を目的に意見交換を行う。 
 

 
 



 

 ３）税制改正要望書の関係機関への提出 
  目的  公益財団法人全国法人会総連合では、毎年税制改正要望大会を開催し、決議された要

望事項を有効なものとするための国レベル、県レベル、単位会レベルで関係機関等に
対し要望活動を行っており、当会では県知事、県会議長、市長、市議会議長（自治体）
に要望書を提出する。 

 ４）税制アンケ－トの実施 
  目的  税制改正を目的とし、全会員を対象に公益財団法人全国法人会総連合作成の税制改正

に関するアンケ－トを実施する。アンケ－ト調査結果と税制に対する要望事項をもと
に「税制改正に関する提言」を作成する。作成された提言は県連で取り纏め、全法連
を通して関係機関に提出する。 

 ５）全国青年の集い 
  目的  全国の青年経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達

成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。今後の活動をより充実したもの
にする目的で開催。当会からも代表が参加。 

６）全国女性フォ－ラム 
 目的  全国の女性経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達

成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。今後の活動をより充実したもの
にする目的で開催。当会からも代表が参加。 
 

（４）地域企業の健全な発展に資する事業 
 １）実務セミナ－ 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、税務・会計・経営等をテ－マに、地域企業の健全

な発展を目的に、ほぼ毎月実施。講師は税理士、社会保険労務士、経営コンサルタン
ト、弁護士等で、選定したテ－マについての専門家に依頼する。 

 ２）インタ－ネットセミナ－ 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、税務・会計・経営等をテ－マに、地域企業の健全

な発展を目的に、当会ホ－ムペ－ジからセミナ－を視聴できるサ－ビスを提供する。
テ－マは定期的に更新。受講料は無料で 24時間視聴可能。 

 ３）時局講演会 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、継続して健全な企業活動を行うことを目的に、政

治、経済、一般教養、労務等、幅広い分野において、時代やニーズにあった講演会を
通常総会開催に併せて実施する。 

 ４）初級簿記セミナー 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、初級簿記講座をテーマに地域企業の健全な発展を

目的として計 10回（連続講座）開催。 
 ５）弁護士による法律相談 
  目的  顧問弁護士がいない中小企業の経営者や従業員のトラブル防止やトラブルの解決手段

の一助を図ることができることを目的に開催。会員には相談料の一部を当会が負担。 
 

（５）地域社会への貢献を目的とする事業 
 １）新春公開講演会 
  目的  様々なテ－マによる講演を行うことにより、地域社会との結びつきを深め参加者の有

意な人生の一助になることができることを目的に、新年賀詞交歓会に併せて開催する。 
 ２）献血活動 
  目的  福島県赤十字血液センタ－に協力し、青年部会が主管となり実施。献血者の確保に苦

慮する同センタ－の公益的な活動を、本会の人的組織力をもって支援し、血液不足解
消と一般市民に献血の重要性を訴えることを目的としている。 

３）婚活事業 
  目的  全国的にその進行が懸念されている少子化社会への対応の一つとして、婚活事業の企

画・実施を行い、晩婚化・非婚化に少しでも歯止めをかけ、地域社会に貢献すること
を目的とする。当法人会の会員企業において、その従業員や家族で結婚相手を求めて
いる男女に対して参加募集を行い、「出会いの場」として飲食パ－ティ－形式の婚活イ
ベントを開催する。 

 



 

 ４）寄付事業 
  目的  大笹生支援学校への募金事業や聴覚支援学校への寄付事業をはじめ、子どもたちとの

交流事業や寄付事業を行う。 
 

（６）会員交流に資するための事業 
 １）総会懇親会 
  目的  年に一度、通常総会の開催に伴い、会員相互の連携を深め、交流することを目的とし

て開催。 
 ２）新年賀詞交歓会 
  目的  新年を迎えるにあたり地域の経営者が集い、情報交換、名刺交換並びに旧交をあたた

めることを目的として開催。 
 ３）新入会員の集い 
  目的  新入会員、当会正副会長・組織委員、福島税務署幹部等が集まり、①法人会に対して

の理解・認識を深め、更に積極的に法人会を活用していただく、②税務署幹部との懇
談により税務署をより身近に感じていただく、③出席者相互の情報交換等により企業
経営の一助に、④会員同士の親睦を深めていただく、以上を目的に開催。対象となる
新入会員は開催年度の３年度前以降に入会した会員。 

 ４）委員会等懇談会 
  目的  当会の運営に携わっている役員、委員会委員、部会役員並びに支部役員等が、当年度

の活動方針、重点施策等につき協議を行い、目標実現に向け意思統一を行うとともに
交流を図ることを目的に開催。 

 ５）部会例会 
  目的  青年部会、女性部会では、それぞれ親睦会や会員スピーチ等、会員の資質向上、交流・

親睦を図ることを目的に例会を開催する。 
６）支部部会報告会 

  目的  支部会員・青年部会員・女性部会員が集まり、それぞれ前年度の活動報告と、今年度
の事業計画等についての会議等を行う。 
 

（７）会員の福利厚生等に関する事業 
 １）経営者大型保障制度の普及推進 
  目的  経営者や従業員が、在職中に病気や事故により死亡や入院などの事態に遭った場合に

企業を守り、事業が滞りなく継続できるよう、生命保険と損害保険がセットになった
法人会の制度。地域企業の福利厚生制度の充実を経営の安定化のため普及推進に努め
ている。引き受け保険会社は大同生命保険株式会社。 

 ２）ビジネスガ－ドの普及推進 
  目的  政府労災保険の上乗せ保障制度の「ハイパ－任意労災」、万が一の個人情報漏洩対策の

「個人情報漏洩対策プラン」、大規模な地震に企業として備える「地震対策プラン」。
地域企業の万が一に備え、経営の安定化のため普及推進に努めている。引受保険会社
はＡＩＧ損害保険株式会社。 

３）がん保険制度の普及推進 
目的  法人会に加入する企業で働く個人のための福利厚生制度。「がん保険」、医療保険制度

「ＥＶＥＲ」、「ＷＡＹＳ」がある。地域企業で働くものの万が一に備え、普及推進に
努めている。引受保険会社はアメリカンファミリー生命保険会社。 

４）ＰＥＴがん健診の普及推進 
 目的  経営者や従業員の健康管理を図るための福利厚生制度の充実として、普及推進に努め

ている。健診実施は一般財団法人脳神経疾患研究所。 
 

（８）その他本会の目的を達成するための必要事業 
 １）総会・理事会など会務運営のための各種会議の開催。 
 ２）事務局効率化の推進と退会及び未収会費の防止策の改善。 
 ３）法令に基づく適正な情報開示と個人情報管理の徹底。 
 ４）法人会の組織や体系のあり方、事業・運営のあり方等についての検討。 
 ５）青年・女性部会活動の一層の推進と部会相互の連携、協調。  
 ６）会員増強活動の推進 ＜「会員増強月間」：９月から１２月の４ヶ月間＞ 


